


理 事 会 
第 １ 号 議 案 
 
 
 

令和６年度事業報告及び決算について 

 
 
下記のとおり議案を提出する。 

 
 

記 
 
 
１ 議案内容 
 
  別添、令和６年度事業報告書及び決算書（案）のとおりとする。 
 
 

令和７年６月１０日 
 
 
    提 出 者  公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団 
              理 事 長    塩 見 清 仁 
 
 
 提 案 理 由 
定款第８条第１項の規定に基づき承認を求める。 

 
 
 
 









































































































































 

 

令和７年度第１回定時評議員会 

開  催  概  要 （案） 

 

 

１ 開催日時 

令和７年６月２６日（木）午後３時００分から 

 

２ 開催場所 

  新宿 NSビル 30階スカイカンファレンスルーム３・４ 

  （新宿区西新宿２－４－１） 

 

３ 議案・議題 

  決議事項 

第１号議案  令和６年度事業報告及び決算について 

第２号議案  会計監査人設置に伴う定款変更について 

第３号議案  会計監査人の選任について 

    

４ その他 

 

５ 閉会 

第２号議案別添 



評 議 員 会 

第 １ 号 議 案 

 

 

 

令和６年度事業報告及び決算について 

 

 

下記のとおり議案を提出する。 

 

 

記 

 

 

１ 議案内容 

 

  別添、令和６年度事業報告書及び決算書（案）のとおりとする。 

 

 

令和７年６月２６日 

 

 

    提 出 者  公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団 

              理 事 長    塩 見 清 仁 

 

 

 提 案 理 由 

定款第８条第２項及び第１５条第４号の規定に基づき、報告するととも

に承認を求める。 

 

 

 

 



評 議 員 会 

第 ２ 号 議 案 

 

 

 

会計監査人設置に伴う定款変更について 

 

 

下記のとおり議案を提出する。 

 

 

記 

 

 

１ 議案内容 

 

定款について、会計監査人の設置に伴い、別紙のとおり変更する。 

 

 

 

令和７年６月２６日 

 

 

    提 出 者  公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団 

              理 事 長    塩 見 清 仁 

 

 

 

 提 案 理 由 

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１３号

及び同法律施行令第６条の規定、定款第１５条第５号及び第１９条第２項

第３号の規定に基づき、決議を求める。 

 





「公益財団法人東京都スポーツ文化事業団定款」の変更 新旧対照表 

変更案 現行 

 第１条～第７条 現行のとおり 

 

(事業報告及び決算) 

第８条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、

理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第３号から第

７号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承

認を受けなければならない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 

（３）貸借対照表 

（４）損益計算書（正味財産増減計算書） 

（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細

書 

（６）財産目録 

（７）キャッシュ・フロー計算書 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、同項第１号、第３号、第４号、

第６号及び第７号の書類については、定時評議員会に報告するものと

する。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則

第６４条において準用する同規則第４８条に定める要件に該当しない

場合には、同項第１号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、

定時評議員会の承認を受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間、また、

従たる事務所に３年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定

款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供す

るものとする。 

（１） 監査報告 

 第１条～第７条 （略） 

 

(事業報告及び決算) 

第８条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、

理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認

を受けなければならない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 

（３）貸借対照表 

（４）損益計算書（正味財産増減計算書） 

（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細

書 

（６）財産目録 

 

 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第

６号の書類については、定時評議員会に提出し、第１号の書類につい

てはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなけれ

ばならない。 

 

 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間、また、

従たる事務所に３年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款

を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するも

のとする。 

（１）  監査報告 



（２）会計監査報告 

（３）理事及び監事並びに評議員の名簿 

（４）理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書

類 

（５）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値の

うち重要なものを記載した書類 

 

(公益目的取得財産残額の算定) 

第９条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律施行規則第４８条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の

末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第３項第５号の書

類に記載するものとする。 

 

 

第１０条から第１４条 現行のとおり 

 

 

(権  限) 

第１５条 評議員会は、次の事項について決議する。 

（１）理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任 

（２）理事及び監事の報酬等の額 

（３）評議員に対する報酬等の支給の基準 

（４）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 

（５）定款の変更 

（６）残余財産の処分 

（７）基本財産の処分又は除外の承認 

（８）その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定め

られた事項 

 

 

（２）理事及び監事並びに評議員の名簿 

（３）理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書

類 

（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値の

うち重要なものを記載した書類 

 

(公益目的取得財産残額の算定) 

第９条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律施行規則第４８条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の

末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第３項第４号の書

類に記載するものとする。 

 

 

第１０条から第１４条 （略） 

 

 

(権  限) 

第１５条 評議員会は、次の事項について決議する。 

（１）理事及び監事の選任及び解任 

（２）理事及び監事の報酬等の額 

（３）評議員に対する報酬等の支給の基準 

（４）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 

（５）定款の変更 

（６）残余財産の処分 

（７）基本財産の処分又は除外の承認 

（８）その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定め

られた事項 

 



 

第１６条から第２０条 現行のとおり 

 

 

第６章  役 員 等 

 

(役員及び会計監査人の設置)  

第２１条 この法人に、次の役員を置く。 

（１）理事 ３名以上７名以内 

（２）監事 ２名以内 

２ 理事のうち１名を理事長、１名を常務理事とする。 

３ 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第９１条第１項第２号の

業務執行理事とする。 

４ この法人に会計監査人を置く。 

 

(役員及び会計監査人の選任)  

第２２条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によっ

て選任する。 

２ 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定

する。 

３ この法人の理事のうちには、理事のいずれか１人及びその親族そ

の他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数（現在数）の３分の１

を超えて含まれることになってはならない。 

４ この法人の監事には、この法人の理事（親族その他特殊の関係が

ある者を含む。）及び評議員（親族その他特殊の関係がある者を含む。）

並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。この場合において、

各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。 

 

 

第１６条から第２０条 （略） 

 

 

第６章  役 員 等 

 

(役員の設置)  

第２１条 この法人に、次の役員を置く。 

（１）理事 ３名以上７名以内 

（２）監事 ２名以内 

２ 理事のうち１名を理事長、１名を常務理事とする。 

３ 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第９１条第１項第２号の

業務執行理事とする。 

 

 

(役員の選任)  

第２２条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

 

２ 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定

する。 

３ この法人の理事のうちには、理事のいずれか１人及びその親族そ

の他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数（現在数）の３分の１

を超えて含まれることになってはならない。 

４ この法人の監事には、この法人の理事（親族その他特殊の関係が

ある者を含む。）及び評議員（親族その他特殊の関係がある者を含む。）

並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。この場合において、

各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。 

 



 

第２３条 現行のとおり 

 

(監事及び会計監査人の職務及び権限) 

第２４条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところ

により、監査報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、

この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

３ 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照

表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書、

財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成

する。 

４ 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧および謄写をし、

又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。 

（１）会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されている

ときは、当該書面 

（２）会計帳簿又はこれに関する書類電磁的記録をもって作成されて

いるときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法に

より表示したもの 

 

(役員及び会計監査人の任期) 

第２５条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満

了する時までとする。 

４ 理事又は監事は、第２１条に定める定数に足りなくなるときは、

任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任

 

第２３条 （略） 

 

(監事の職務及び権限) 

第２４条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところ

により、監査報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、

この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(役員の任期) 

第２５条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時評議員会の終結の時までとする。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満

了する時までとする。 

４ 理事又は監事は、第２１条に定める定数に足りなくなるときは、

任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任



するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

５ 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、そ

の定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任され

たものとみなす。 

 

（役員及び会計監査人の解任) 

第２６条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員

会の決議によって解任することができる。 

（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき 

（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪え

ないとき 

２ 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議

によって解任することができる。 

（１） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２） 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 

（３） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪え

ないとき。 

３ 監事は、会計監査人が、前項第１号から第３号までのいずれかに

該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任すること

ができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後

最初に召集される評議員会に報告するものとする。 

 

（役員及び会計監査人の報酬等） 

第２７条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額

の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従っ

て算定した額を報酬等として支給することができる。 

２ 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事

会において定める。 

するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 

 

 

 

 

（役員の解任) 

第２６条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員

会の決議によって解任することができる。 

（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき 

（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪え

ないとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（役員の報酬等） 

第２７条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額

の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従っ

て算定した額を報酬等として支給することができる。 

 

 



 

 

第２８条から第３６条  現行のとおり 

 

(公益認定の取消し等に伴う贈与) 

第３７条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併

により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人

であるときを除く。）には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産

残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併

の日から１箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律第５条第２０号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に 

贈与するものとする。 

 

(残余財産の帰属) 

第３８条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評

議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律第５条第２０号に掲げる法人であ

って租税特別措置法第４０条第１項に規定する公益法人等に該当する

法人に贈与するものとする。 

 

第３９条から第４１条  現行のとおり 

 

附 則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める公益法人の設立

の登記の日から施行する。 

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等

 

 

第２８条から第３６条 （略） 

 

(公益認定の取消し等に伴う贈与) 

第３７条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併

により法人が消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人

であるときを除く。）には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産

残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併

の日から１箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に

贈与するものとする。 

 

(残余財産の帰属) 

第３８条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評

議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び

公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人であ

って租税特別措置法第４０条第１項に規定する公益法人等に該当する

法人に贈与するものとする。 

 

第３９条から第４１条  （略） 

 

附 則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定める公益法人の設立

の登記の日から施行する。 

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等



 

に関する法律第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登記

と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第６条の規定にかかわら

ず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を

事業年度の開始の日とする。 

３ この法人の最初の代表理事（理事長）は、並木 一夫とする。 

４ この法人の最初の業務執行理事（常務理事）は、阿部 義博とす

る。 

 

附 則 

この定款は、平成３０年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この定款は、令和２年１０月２５日から施行する。 

 

附 則 

この定款は、令和５年４月１日から施行する。 

 なお、第８条第１項、第２項及び第３項に定める書類については、

令和７年度が終了するまでは、東京都埋蔵文化財センター（多摩市）

において備え置くものとする。 

 

附 則 

この定款は、令和５年８月１日から施行する。 

 

附 則 

この定款は、令和７年７月１日から施行する。 

 

に関する法律第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登記

と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第６条の規定にかかわら

ず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を

事業年度の開始の日とする。 

３ この法人の最初の代表理事（理事長）は、並木 一夫とする。 

４ この法人の最初の業務執行理事（常務理事）は、阿部 義博とす

る。 

 

附 則 

この定款は、平成３０年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この定款は、令和２年１０月２５日から施行する。 

 

附 則 

この定款は、令和５年４月１日から施行する。 

 なお、第８条第１項、第２項及び第３項に定める書類については、

令和７年度が終了するまでは、東京都埋蔵文化財センター（多摩市）

において備え置くものとする。 

 

附 則 

この定款は、令和５年８月１日から施行する。 

 



                 （案） 

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 定款 

 

   第１章  総  則 

 

(名  称) 

第１条 この法人は、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団と称する。 

 

(事 務 所)     

第２条  この法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。 

２ この法人は、従たる事務所を東京都江東区に置く。 

 

第２章  目的及び事業 

 

(目  的) 

第３条 この法人は、都民の生涯にわたるスポーツ等の普及振興を図り、もって、都

民の文化的生活の向上に寄与することを目的とする。 

 

(事  業) 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）スポーツ等の振興 

（２）東京都及びその関係団体から受託するスポーツ等に関する事業 

（３）東京都の施設等の管理運営 

（４）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

２ この法人は、前項の公益目的事業の推進に資するため、次の収益事業等（公益法 

人認定法第５条第７号に規定する収益事業等をいう。）を行う。 

（１）前項各号に関する付帯事業の経営 

（２）その他前号に掲げる事業に関連する事業 

３ 前２項の事業は、東京都において行うものとする。 

 

第３章 財産及び会計 

 

(基本財産) 

第５条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものであって、 

評議員会で決議した財産をもって構成する。 

２ 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成 

するために善良な管理者の注意を持って管理しなければならず、基本財産の一部を 



 

 

処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事 

会及び評議員会の承認を要する。 

 

(事業年度) 

第６条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

(事業計画及び収支予算) 

第７条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載 

した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会 

の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了

するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

 

(事業報告及び決算) 

第８条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の 

書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第３号から第７号までの書類について会

計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 

（３）貸借対照表 

（４）損益計算書（正味財産増減計算書） 

（５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

（６）財産目録 

（７）キャッシュ・フロー計算書 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、同項第１号、第３号、第４号、第６号及び第７

号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人

及び一般財団法人に関する法律施行規則第６４条において準用する同規則第４８条

に定める要件に該当しない場合には、同項第１号の書類を除き、定時評議員会への

報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間、また、従たる事務所に

３年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事

務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

（１）監査報告 

（２）会計監査報告 

（３）理事及び監事並びに評議員の名簿 

（４）理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 



 

 

（５）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なもの 

を記載した書類 

 

(公益目的取得財産残額の算定) 

第９条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 

４８条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財 

産残額を算定し、前条第３項第５号の書類に記載するものとする。 

 

第４章  評 議 員 

 

(評議員の定数) 

第１０条 この法人に評議員３名以上１２名以内を置く。 

 

(評議員の選任及び解任)  

第１１条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。 

２ 評議員選定委員会は、評議員１名、監事１名、事務局員１名及び次項の定めに基

づいて選任された外部委員２名の合計５名で構成する。 

３ 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において 

選任する。 

（１）この法人又は関連団体（主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。 

以下同じ。）の業務を執行する者又は使用人 

（２）過去に前号に規定する者となったことがある者 

（３）第１号又は前号に該当する者の配偶者、３親等内の親族又は使用人（過去に使

用人となった者も含む。） 

４ 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推 

薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において 

定める。 

５ 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候 

補者を評議員として適任と判断した理由を評議員選定委員会委員に説明しなければ

ならない。 

（１）当該候補者の経歴 

（２）当該候補者を候補者とした理由 

（３）当該候補者とこの法人及び役員等（理事、監事及び評議員）との関係 

（４）当該候補者の兼職状況 

６ 評議員選定委員会の決議は、評議員選定委員会委員の過半数が出席し、その過半

数をもって行う。ただし、外部委員の１名以上が出席し、かつ、外部委員の１名以



 

 

上が賛成することを要する。 

７ 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、 

補欠の評議員を選任することができる。 

８ 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならな 

い。 

（１）当該候補者が補欠の評議員である旨 

（２）当該候補者を１人又は２人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任す 

るときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名 

（３）同一の評議員(２人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該 

２人以上の評議員)につき２人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の 

評議員相互間の優先順位 

９ 第７項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後４年以内に終了する事業 

年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。 

10 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか１人及びその親族その他特殊の関 

係がある者の合計数、又は評議員のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係が 

ある者の合計数が、評議員総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになっ 

てはならない。この場合において、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関

係がある者が含まれてはならない。 

 

(評議員の任期) 

第１２条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに 

関する定時評議員会の終結の時までとする。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任し 

た評議員の任期の満了する時までとする。 

３ 評議員は、第１０条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に 

より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として権利義 

務を有する。 

 

(評議員の報酬等) 

第１３条 評議員に対して、各年度の総額が１，４４０，０００円を超えない範囲で、 

評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等と 

して支給することができる。 

 

第５章  評 議 員 会 

 

(構  成) 



 

 

第１４条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 

 

(権  限) 

第１５条 評議員会は、次の事項について決議する。 

（１）理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任 

（２）理事及び監事の報酬等の額 

（３）評議員に対する報酬等の支給の基準 

（４）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 

（５）定款の変更 

（６）残余財産の処分 

（７）基本財産の処分又は除外の承認 

（８）その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

(開  催) 

第１６条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後３ヶ月以内に１回開催 

するほか、必要がある場合に開催する。 

 

(招  集) 

第１７条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき 

理事長が招集する。 

２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、 

評議員会の招集を請求することができる。 

 

(議  長) 

第１８条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選による。 

 

(決  議)  

第１９条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評 

議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評 

議員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

（１）監事の解任 

（２）評議員に対する報酬等の支給の基準 

（３）定款の変更 

（４）基本財産の処分又は除外の承認 

（５）その他法令で定められた事項 



 

 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決 

議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２１条に定める定 

数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の 

枠に達するまでの者を選任することとする。 

 

(議 事 録)  

第２０条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成す 

る。 

２ 前項の議事録には、議長のほか、出席した理事、評議員の中からその会議におい 

て選出された議事録署名人２名以上が署名又は記名押印する。 

 

第６章  役 員 等 

 

(役員及び会計監査人の設置)  

第２１条 この法人に、次の役員を置く。 

（１）理事 ３名以上７名以内 

（２）監事 ２名以内 

２ 理事のうち１名を理事長、１名を常務理事とする。 

３ 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事 

とし、常務理事をもって同法第９１条第１項第２号の業務執行理事とする。 

４ この法人に会計監査人を置く。 

 

(役員及び会計監査人の選任)  

第２２条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。 

２ 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

３ この法人の理事のうちには、理事のいずれか１人及びその親族その他特殊の関係 

がある者の合計数が、理事総数（現在数）の３分の１を超えて含まれることになっ 

てはならない。 

４ この法人の監事には、この法人の理事（親族その他特殊の関係がある者を含む。） 

及び評議員（親族その他特殊の関係がある者を含む。）並びにこの法人の使用人が含 

まれてはならない。この場合において、各監事は、相互に親族その他特殊の関係が

あってはならない。 

 

(理事の職務及び権限)  

第２３条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務 

を執行する。 



 

 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業 

務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業 

務を分担執行する。 

３ 理事長及び常務理事は、毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上自己の職務 

の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 

(監事及び会計監査人の職務及び権限) 

第２４条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報

告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務

及び財産の状況の調査をすることができる。 

３ 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算

書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フ

ロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。 

４ 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧および謄写をし、又は理事及び

使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。 

（１）会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書

面 

（２）会計帳簿又はこれに関する書類電磁的記録をもって作成されているときは、当

該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの 

 

(役員及び会計監査人の任期) 

第２５条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関 

する定時評議員会の終結の時までとする。 

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定 

時評議員会の終結の時までとする。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までと 

する。 

４ 理事又は監事は、第２１条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は 

辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事 

としての権利義務を有する。 

５ 会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段

の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。 

 

（役員及び会計監査人の解任) 



 

 

第２６条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によっ 

て解任することができる。 

（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき 

（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき 

２ 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任す

ることができる。 

（１） 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２） 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 

（３） 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

３ 監事は、会計監査人が、前項第１号から第３号までのいずれかに該当するときは、

監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、

解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に召集される評議員会に報告するものと

する。 

 

（役員及び会計監査人の報酬等） 

第２７条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評 

議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として 

支給することができる。 

２ 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定め

る。 

 

（顧問） 

第２８条 この法人に、任意の機関として、１名以上３名以下の顧問を置くことがで 

きる。 

２ 顧問は、次の職務を行う。 

 （１）理事長の相談に応じること 

 （２）理事会から諮問された事項について参考意見を述べること 

３ 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。 

４ 顧問に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定 

した額を報酬等として支給することができる。 

 

第７章  理 事 会 

 

(構  成) 

第２９条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 



 

 

(権  限) 

第３０条 理事会は、次の職務を行う。 

（１）この法人の業務執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）理事長及び常務理事の選定及び解職 

２ この法人が保有する株式（出資）について、その株式（出資）に係る議決権を行 

使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数（現在数）の３分の２以上の 

承認を要する。 

 

(招  集) 

第３１条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 

(議  長) 

第３２条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

(決  議) 

第３３条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の 

過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９７ 

条において準用する同法第９６条の要件を満たしたときは、理事会の決議があった 

ものとみなす。 

 

(議 事 録) 

第３４条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 

 

第８章  定款の変更及び解散 

 

(定款の変更) 

第３５条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 

２ 前項の規定は、この定款の第３条及び第４条及び第１１条についても適用する。 

 

(解  散) 

第３６条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不 

能その他法令で定められた事由によって解散する。 



 

 

 

(公益認定の取消し等に伴う贈与) 

第３７条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消 

滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評 

議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定 

の取消しの日又は当該合併の日から１箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人 

の認定等に関する法律第５条第２０号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に 

贈与するものとする。 

 

(残余財産の帰属) 

第３８条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を 

経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す 

る法律第５条第２０号に掲げる法人であって租税特別措置法第４０条第１項に規定 

する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。 

 

   第９章  公告の方法 

 

(公告の方法) 

第３９条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法に

よる。 

 

   第１０章  補   則 

 

(委  任) 

第４０条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の 

議決により別に定める。 

 

(旧法人の承継等) 

第４１条 解散した財団法人東京都スポーツ文化事業団の事業並びに旧法人の解散の 

際現にその職員として在籍する者で、引き続きこの法人の職員となった者に係る当 

該職員と旧法人とにおける雇用関係上の権利及び義務の一切は、この法人で承継す 

る。 

   

附 則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び 

公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 



 

 

１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人 

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１ 

項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、 

第６条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の 

登記の日を事業年度の開始の日とする。 

３ この法人の最初の代表理事（理事長）は、並木 一夫とする。 

４ この法人の最初の業務執行理事（常務理事）は、阿部 義博とする。 

 

附 則 

この定款は、平成３０年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この定款は、令和２年１０月２５日から施行する。 

 

附 則 

この定款は、令和５年４月１日から施行する。 

 なお、第８条第１項、第２項及び第３項に定める書類については、令和７年度が終

了するまでは、東京都埋蔵文化財センター（多摩市）において備え置くものとする。 

 

   附 則 

 この定款は、令和５年８月１日から施行する。 

 

附 則 

 この定款は、令和７年７月１日から施行する。 

 







理 事 会 

第 ３ 号 議 案 

 

 

 

評議員の辞任に伴う評議員候補者の推薦について 

 

 

下記のとおり議案を提出する。 

 

 

記 

 

 

１ 議案内容 

 

評議員の辞任に伴い、評議員選定員会に推薦する評議員候補者を、別

添「公益財団法人東京都スポーツ文化事業団評議員候補者名簿（案）」

のとおりとする。 

 

 

 

令和７年６月１０日 

 

 

    提 出 者  公益財団法人 東京都スポーツ文化事業団 

              理 事 長    塩 見 清 仁 

 

 

 

 提 案 理 由 

 定款第１１条第４項により、評議員選定委員会に提出する評議員候補者

は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができることとなってい

るため、理事会会議規程第１０条第８号の規定に基づき、決議を求める。 

 



 

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団評議員候補者名簿（案） 

 
                                   （敬称略）   

氏  名 現      職 備    考 

うちの  まさあき    

内野 雅晶 
江戸川区教育委員会教育長 

欠格条項 
 

該当なし 

        

【任 期】 

令和７年６月に開催する評議員選定委員会の選任の日から 

令和９年度終了後開催する評議員会終結の時まで 

 

第３号議案別添 



 

 

 

理事長及び常務理事の職務執行状況について 

 

 

 

別紙１「理事長の職務執行状況について」及び別紙２「常務理事

の職務執行状況について」のとおり 

 

 

 

 

報告事項（１） 





 

 
常務理事の職務執行状況について 

 
 

公益財団法人東京都スポーツ文化事業団定款第２３条第３項に基づき、常務
理事の自己の職務の執行状況について、以下のとおり報告します。 
 

業務執行理事として、経営会議等に出席するとともに、重要な事業や契約に関

する意思決定を行うなど、円滑に団体業務を遂行した。 

 

デフリンピック準備運営本部長として、国の指針や都のガイドラインを踏ま

え構築したガバナンス体制のもと、利益相反の管理やコンプライアンス教育等

の取組を行った。また、開催基本計画に基づき、大会本番時を見据えた各種オペ

レーションの具体化や財源の確保等を進めている。 

 
 
【主な会議・事業等（令和７年度）】 

〇経営会議（計２回） 

〇理事会（計１回） 

○監事及び監査法人による監査への対応 

〇2025 東京国際ユース（U-14）サッカー大会 

〇国際ろう者スポーツ委員会及び全日本ろうあ連盟との調整 

○デフリンピック準備運営本部 コンプライアンス委員会（計１回）  

〇デフリンピック準備運営本部 利益相反マネジメント委員会（計１回） 

〇デフリンピック準備運営本部 コンプライアンス研修の実施（計３回） 

〇会場運営等に係る業務委託契約の締結 

〇財源の確保（協賛契約の締結、キャッシュレス募金の推進） 

〇事業協力協定の締結（デフリンピックスクエア・広報発信） 

 

 

令和７年６月１０日 

東京都スポーツ文化事業団 

常務理事   小室 明子 

報告事項（１） 

別紙２ 





東京2025デフリンピック 競技種目別スケジュール

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

開会式 16:30-19:00

閉会式 16:30-18:00

● 10:10-11:00
10:25-10:50

14:10-14:18

● 11:10-11:50
10:00-10:25

14:00-14:08

● 12:35-13:25 10:00-10:25 12:30-12:38

● 11:35-12:25 10:25-10:50 12:15-12:23

● 12:00-12:50 11:55-12:15 15:15-15:23

● 11:30-11:55 15:00-15:08

● 14:25-14:50 11:45-12:10 14:20-14:28

● 12:10-12:35 14:00-14:08

● 12:35-12:50 15:45-15:53

● 12:20-12:35 15:30-15:38

● 15:05-15:45 14:35-15:00

● 14:00-14:25

● 13:20-14:00

● 13:00-13:50

100m ハードル ●
10:00-10:15

14:30-14:38

110m ハードル ●
10:25-10:50

14:45-14:53

● 13:55-14:15 11:05-11:13

● 13:35-13:55 11:20-11:28

● 13:00-13:15

● 13:30-13:50

● 10:10-13:10

● 10:10-13:10

棒高跳び ● 10:00-13:00

● 12:50-14:50 12:20-13:50

● 10:10-12:10 10:00-11:30

● 11:30-13:30 10:10-11:40

● 12:20-13:50

● 9:50-11:50 13:30-15:00

● 10:20-12:20 11:20-12:50

● 13:30-15:30 9:20-10:50

● 9:40-11:45 12:00-13:30

● 10:00-11:30

● 13:20-14:50

● 10:30-12:30 10:00-11:30

● 13:30-15:30 13:00-14:30

７種競技 ●

9:40-9:55

11:15-13:15

14:00-15:00

15:45-16:00

9:40-10:30

12:00-12:50

15:45-16:00

会場名

東京体育館 開閉会式

駒沢オリンピック公園

総合運動場 陸上競技場

大井ふ頭中央海浜公園

陸上競技場

駒沢オリンピック公園

総合運動場 陸上競技場

陸上競技

走り幅跳び

女子 混合

100m

200m

400m

800m

1500m

5000m

10,000m

400m ハードル

3000m 障害

走り高跳び

三段跳び

砲丸投げ

円盤投げ

ハンマー投げ

やり投げ

※セッション時間は、競技進行上前後する場合があります。

※斜体 はメダルセッション

男子競技名 種目名



東京2025デフリンピック 競技種目別スケジュール

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
会場名 女子 混合

※セッション時間は、競技進行上前後する場合があります。

※斜体 はメダルセッション

男子競技名 種目名

駒沢オリンピック公園

総合運動場 陸上競技場
10種競技 ●

10:00-10:08

11:00-11:30

12:30-13:00

14:10-15:10

15:45-15:53

9:40-9:48

10:45-11:15

12:45-13:45

14:15-14:45

15:45-15:53

● 10:00-13:00

● 10:00-14:00

● 14:45-15:00 15:25-15:33

● 15:10-15:18

● 15:30-15:45 15:50-16:00

● 15:40-15:50

● 15:00-15:08

10000m 競歩 ● 10:00-11:30

● 9:30-18:10 9:30-18:10 12:10-18:50 9:30-11:30 14:50-15:30

● 10:10-18:50 10:10-18:50 11:30-18:50 11:30-12:10 14:10-14:50

● 9:30-18:10 9:30-12:10 12:10-12:50 16:10-16:50

● 10:10-18:50 10:10-10:50 12:50-13:30 15:30-16:10

混合ダブルス ● 9:30-18:50 10:50-12:50 10:10-14:10 16:50-17:30

団体戦 ● 10:30-13:50 14:00-17:20 10:30-13:50 14:00-17:20 10:30-13:50 14:00-17:20

●

11:00～

13:30～

16:00～

18:30～

11:00～

13:30～

16:00～

18:30～

11:00～

13:30～

16:00～

18:30～

11:00～

13:30～

16:00～

18:30～

11:00～

13:30～

11:00～

13:30～

16:00～

18:30～

11:00～

13:30～

13:00～

18:00～

13:00～

18:00～

12:30～

19:00～

●

10:30～

13:00～

15:30～

18:00～

10:30～

13:00～

15:30～

18:00～

10:30～

13:00～

15:30～

18:00～

10:30～

13:00～

15:30～

18:00～

10:30～

13:00～

10:30～

13:00～

15:30～

18:00～

10:30～

13:00～
10:30～

15:30～

10:30～

15:30～

10:00～

15:30～

● 9:00-15:40 9:00-15:40 9:00-15:40 9:00-15:40 9:00-15:40 9:00-15:40 9:00-15:50
11:00~

14:00~

● 9:00-15:40 9:00-15:40 9:00-15:40 9:00-15:40 9:00-15:40 9:00-15:40 9:00-15:50
10:00~

13:00~

東京高速道路及び首都高速

道路高速八重洲線の一部

バスケットボール

ビーチバレーボール

陸上競技

駒沢オリンピック公園

総合運動場 陸上競技場

京王アリーナTOKYO

大田区総合体育館

大森ふるさとの浜辺公園

ダブルス

シングルス

マラソン

4x100m リレー

4x400m リレー

バドミントン



東京2025デフリンピック 競技種目別スケジュール

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
会場名 女子 混合

※セッション時間は、競技進行上前後する場合があります。

※斜体 はメダルセッション

男子競技名 種目名

●
10:00-12:55

14:30-17:25

11:00-12:40

13:40-15:00

15:00-16:20

●
10:00-12:55

14:30-17:25

11:00-12:40

13:40-15:00

15:00-16:20

●

10:00-12:55

14:30-16:10

16:20-17:40

17:40-19:00

●

10:00-12:55

14:30-16:10

16:20-17:40

17:40-19:00

●

10:00-12:00

13:30-15:45

16:00-17:25

17:25-18:50

●

10:00-12:00

13:30-15:45

16:00-17:25

17:25-18:50

●

10:00-12:00

13:30-15:45

16:00-17:25

17:25-18:50

● 9:00-15:30

● 9:00-15:30

● 9:00-12:30

● 13:00-14:30

● 9:00-12:30

● 13:00-15:00

● 14:00-15:00

● 13:00-13:45

●
12:00～

16:30～

12:00～

16:30～

10:00～

14:00～

12:00～

16:30～

13:00～

16:30～

10:00～

16:30～
17:30～

● 12:00～ 12:00～ 12:00～ 12:00～
10:00～

12:00～

10:00～

12:00～

● 8:00～ 8:00～ 8:00～

● 8:00～ 8:00～ 8:00～

男女混合チーム戦 ● 8:00～

駒沢オリンピック公園

総合運動場 屋内球技場
ハンドボール ●

10:00-12:00

13:00-15:00

16:00-18:00

19:00-21:00

10:00-12:00

13:00-15:00

16:00-18:00

19:00-21:00

10:00-12:00

13:00-15:00

16:00-18:00

19:00-21:00

10:00-12:00

13:00-15:00

16:00-18:00

19:00-21:00

10:00-12:00

13:00-15:00

16:00-18:00

19:00-21:00

10:00-12:00

13:00-15:00

16:00-18:00

19:00-21:00

Ｊヴィレッジ

若洲ゴルフリンクス ゴルフ

ボウリング

シングルス

ダブルス

団体戦

東大和グランドボウル

日本サイクル

スポーツセンター

ポイントレース

サッカー

個人戦

自転車競技

（ロード）

スプリント

個人タイムトライアル

個人ロードレース



東京2025デフリンピック 競技種目別スケジュール

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
会場名 女子 混合

※セッション時間は、競技進行上前後する場合があります。

※斜体 はメダルセッション

男子競技名 種目名

-60kg ●

9:30-11:30

12:30-14:30

15:00-16:00

-66kg ●

9:30-11:30

12:30-14:30

15:00-16:00

-73kg ●

9:30-11:30

12:30-14:30

15:00-16:00

-81kg ●

9:30-11:30

12:30-14:30

15:00-16:00

-90kg ●

9:30-11:30

12:30-14:30

15:00-16:00

-100kg ●

9:30-11:30

12:30-14:30

15:00-16:00

+100kg ●

9:30-11:30

12:30-14:30

15:00-16:00

-48kg ●

9:30-11:30

12:30-14:30

15:00-16:00

-52kg ●

9:30-11:30

12:30-14:30

15:00-16:00

-57kg ●

9:30-11:30

12:30-14:30

15:00-16:00

-63kg ●

9:30-11:30

12:30-14:30

15:00-16:00

-70kg ●

9:30-11:30

12:30-14:30

15:00-16:00

-78kg ●

9:30-11:30

12:30-14:30

15:00-16:00

+78kg ●

9:30-11:30

12:30-14:30

15:00-16:00

● 9:30~

● 9:30~

東京武道館 柔道

団体戦



東京2025デフリンピック 競技種目別スケジュール

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
会場名 女子 混合

※セッション時間は、競技進行上前後する場合があります。

※斜体 はメダルセッション

男子競技名 種目名

-60kg ●
9:30～

14:00～

-67kg ●
9:30～

14:15～

-75kg ●
9:45～

14:30～

-84kg ●
10:00～
14:45～

+84kg ●
12:30～

15:30～

-50kg ●
10:00～

14:00～

-55kg ●
10:15～
14:15～

-61kg ●
10:15～
14:30～

+68kg ●
12:30～

15:30～

●
9:30～

14:00～

●
10:00～

14:00～

●
11:30～

14:30～

●
12:00～

14:30～

●
9:30～

11:30～

●
9:30～

11:30～

● 11:15-13:15

● 9:00-11:00

● 14:00-14:45

● 13:00-13:45

スーパースプリントリレー ● 12:00-13:00

● 8:00-10:00

● 8:00-10:00

スプリントリレー ● 8:00-10:00

● 10:00-14:00

● 10:00-14:00

● 9:00-14:00

● 9:00-14:00

● 10:00-14:00

● 10:00-14:00

10m エアピストル 団体戦 ●

9:00-9:30

10:15-10:45

13:00-14:00

10m エアライフル 団体戦 ●

9:00-9:30

10:15-10:45

13:00-14:00

日本サイクル

スポーツセンター

日比谷公園・日比谷エリア

伊豆大島（裏砂漠）

東京武道館

味の素ナショナル

トレーニングセンター・

イースト

自転車競技

（マウンテンバイク）

クロスカントリー

オリンピック(XCO)

クロスカントリー

ショートトラック (XCC)

オリエンテーリング

スプリントディスタンス

ミドルディスタンス

ロングディスタンス

リレー

射撃

空手

形

形 団体戦

組手 団体戦



東京2025デフリンピック 競技種目別スケジュール

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
会場名 女子 混合

※セッション時間は、競技進行上前後する場合があります。

※斜体 はメダルセッション

男子競技名 種目名

●

8:30-9:45

10:30-11:45

14:45-15:30

●

10:30-11:45

12:30-13:45

16:30-17:15

●

8:30-9:45

10:30-11:45

14:45-15:30

●

10:30-11:45

12:30-13:45

16:30-17:15

25m ラピッドファイアピストル ●

14:45-15:15

15:45-16:15

16:45-17:15

17:45-18:15

9:00-9:30

10:00-10:30

11:00-11:30

12:00-12:30

14:45-15:45

●

9:00-10:15

10:30-11:15

12:45-13:45

●

9:00-10:15

10:30-11:15

12:45-13:45

●

9:00-10:30

11:15-12:45

14:15-15:15

●

9:00-10:30

11:15-12:45

14:15-15:15

●

11:30-12:20

13:15-14:05

15:45-16:30

●

9:00-9:50

10:45-11:35

13:15-14:00

●
10:50-11:00

17:10-17:20
17:40-17:50

●
10:00-10:10

17:10-17:20
17:00-17:10

●
10:00-10:10

17:10-17:20
17:00-17:10

●
10:00-10:10

17:00-17:10
17:00-17:10

●
10:10-10:20

17:10-17:20

●
10:10-10:20

17:10-17:20

東京アクアティクスセンター

味の素ナショナル

トレーニングセンター・

イースト

50m ライフル 3姿勢

50m ライフル伏射

50m 自由形

100m 自由形

200m 自由形

射撃

10m エアピストル

10m エアライフル

25m ピストル

水泳



東京2025デフリンピック 競技種目別スケジュール

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
会場名 女子 混合

※セッション時間は、競技進行上前後する場合があります。

※斜体 はメダルセッション

男子競技名 種目名

●
10:20-10:30

17:40-17:50

●
10:50-11:00

18:30-18:40

● 10:50-11:00 18:30-18:40

● 11:00-11:10 18:40-18:50

● 10:50-11:00 18:30-18:40

● 10:20-10:30 18:40-18:50

●
10:10-10:20

17:20-17:30

●
10:30-10:40

18:00-18:10

●
10:00-10:10

17:00-17:10

●
10:00-10:10

18:00-18:10

●
10:30-10:40

17:30-17:40

●
10:30-10:40

18:20-18:30

●
10:40-10:50

18:30-18:40

●
10:40-10:50

17:40-17:50

●
10:00-10:10

17:00-17:10

●
10:10-10:20

17:20-17:30

●
10:30-10:40

17:30-17:40

●
10:20-10:30

17:20-17:30

●
10:40-10:50

18:20-18:30

●
10:40-10:50

18:10-18:20

●
10:30-10:40

17:50-18:00

●
10:30-10:40

17:50-18:00

●
10:20-10:30

17:50-18:00

●
10:40-10:50

18:00-18:10

●
10:20-10:30

17:50-18:00

●
10:10-10:20

17:10-17:20

200m 個人メドレー

100m 背泳ぎ

200m 背泳ぎ

50m 平泳ぎ

100m 平泳ぎ

200m 平泳ぎ

50m バタフライ

100m バタフライ

200m バタフライ

400m 自由形

800m 自由形

1500m 自由形

50m 背泳ぎ

東京アクアティクスセンター 水泳



東京2025デフリンピック 競技種目別スケジュール

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
会場名 女子 混合

※セッション時間は、競技進行上前後する場合があります。

※斜体 はメダルセッション

男子競技名 種目名

●
10:30-10:40

17:50-18:00

●
10:40-10:50

18:40-18:50

●
11:00-11:10

19:00-19:10

●
11:10-11:20

19:10-19:20

●
11:00-11:10

18:50-19:00

●
10:50-11:00

19:10-19:20

●
11:00-11:10

18:20-18:30

●
10:40-10:50

19:00-19:20

●
10:50-11:00

19:00-19:10

●
11:00-11:10

19:10-19:20

● 9:30- 9:30-

● 9:30- 11:10-

● 9:30-

● 10:20-

混合ダブルス ● 9:30-

● 9:30- 9:30-

● 9:30- 12:10-

-58kg ●

10:00-12:45

14:45-16:00

16:00-17:40

-68kg ●

10:00-12:45

14:45-16:00

16:00-17:40

-80kg ●

10:00-12:30

14:30-16:00

16:00-17:40

+80kg ●

10:00-12:30

14:30-16:30

16:40-17:40

-49kg ●

10:00-12:45

14:45-16:00

16:00-17:40

-57kg ●

10:00-12:45

14:45-16:00

16:00-17:40

-67kg ●

10:00-12:30

14:30-16:30

16:40-17:40

+67kg ●

10:00-12:30

14:30-16:30

16:40-17:40

●
10:00-12:10

14:10-15:00

●
10:00-12:10

14:10-15:00

プムセペア ●
10:00-12:10

14:10-15:00

東京体育館

中野区立総合体育館

プムセ個人

400m 個人メドレー

4x100m リレー

4x200m リレー

テコンドー

4x100m メドレーリレー

卓球

シングルス

ダブルス

団体戦

東京アクアティクスセンター 水泳



東京2025デフリンピック 競技種目別スケジュール

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
会場名 女子 混合

※セッション時間は、競技進行上前後する場合があります。

※斜体 はメダルセッション

男子競技名 種目名

● 10:00~ 10:00~ 10:00~ 10:00~ 10:00~

● 10:00~ 10:00~ 10:00~ 10:00~ 10:00~

● 10:00~ 10:00~ 13:00~ 10:00~

● 10:00~ 13:00~ 10:00~

混合ダブルス ● 13:00~ 13:00~ 13:00~ 13:00~ 13:00~

●

10:00-

12:30-

15:00-

17:30-

10:00-

10:15-

15:00-

15:15-

10:00-

12:30-

15:00-

17:30-

10:00-

10:15-

15:00-

15:15-

10:00-

12:30-

15:00-

17:30-

10:00-

12:30-

15:00-

17:30-

10:00-

12:30-

15:00-

17:30-

10:00-

15:00-

10:00-

15:00-

●

10:15-

12:45-

15:15-

17:45-

10:15-

12:45-

15:15-

17:45-

10:15-

12:45-

15:15-

17:45-

10:15-

12:45-

15:15-

17:45-

10:15-

12:45-

15:15-

17:45-

12:30-

17:30-

12:30-

17:30-

57kg ● 10:00-14:30 10:00-13:20

65kg ● 10:00-14:30 10:00-13:20

74kg ● 10:00-14:30 10:00-13:20

86kg ● 10:00-14:30 10:00-13:20

97kg ● 10:00-14:30 10:00-13:20

125kg ● 10:00-14:30 10:00-13:20

60kg ● 10:00-14:30 10:00-13:30

67kg ● 10:00-14:30 10:00-13:30

77kg ● 10:00-14:30 10:00-13:30

87kg ● 10:00-14:30 10:00-13:30

97kg ● 10:00-14:30 10:00-13:30

130kg ● 10:00-14:30 10:00-13:30

府中市立総合体育館

有明テニスの森

駒沢オリンピック公園

総合運動場 体育館

レスリング

フリースタイル

レスリング

グレコローマン

テニス

シングルス

ダブルス

バレーボール

10:00~

10:00~







協賛契約の状況等について（64者67件）

１ トータルサポートメンバー （４８件）

企業・団体名 公表日

ᶎᶇḘḁ

2024 9 17ᶹḻḇᴻḒ᷿ḯḒḳ

ḄḻḲḻḏᴻḇ᷈Ḩ

ḀᶼᶹᴴḞḵᴻḑ

2024 11 13

Ḳᶿḻ

ᶷḏḋḅ

ḀḫḙḻḏᶸḁḟḴᶹ

ḲᴻḑḛḀḯḻ

ם

ᶷḦḆḻḀḫḙḻ

 JTB

2024 11 26

ᶷ᷿ḋ᷄ḁ

2025 24

TBSḣᴻḳḏᶸḻ᷅ḁ

 

᷆ᶹᶷᶹḁḇᴻ

ᶷᶹ᷿ḻ

企業・団体名 公表日

᷅ḳᴻḟ

2025 2 21
֩ ֪

ḅḝḐḘḻ᷄ 2025 2 28

INPEX

2025 3 14

זּ

₲

ᶷḃḋḐḦḕḀḩḻḐ

ḩḐḵḥḲḇḻḎḴḛḀḯḻ

Asian Bridge

ḏḦḻḐᴴḀḫḙḻ

ᶻᶾᴻḇᴻḕḋḐ

2025 4 2
ᶿᴻḟḻḗᶻḁ᷅ḳᴻḟ

᷈᷄Ḵᶷ

♬

企業・団体名 公表日

ᶿḲᶽḻḐ᷈ᴻḥḴᴻ᷿ḯḻ
2025 4 18

ḙḷᴻḎ᷄ḖḵḀᴻ

2025

ꜞ

2025 5
ḝḀḧᶹḻ᷈ᴻḥḴᴻḎḋḑ

Ḭḋḇᴻ᷿טּ

ḁᴻḙᴻᶷḳḟḁ

Ḏ᷄ḖḵḀᴻḂ

2025

ᵡᵣᵩᵣḓḋḃᶹ

ᶷᶹᴴᶿᴻ

╗
ḲḴᴻ᷊ᴻḛḁ

報告事項（４）参考資料１


